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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年１月２５日（平成３０年（行情）諮問第４５号） 

答申日：平成３０年３月２６日（平成２９年度（行情）答申第５３８号） 

事件名：裁判書類のうち裁判の結果の概要が記載されている文書（労働局に関

係する分）の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「裁判書類のうち裁判の結果の概要が記載されている文書（労働局に関

係する分）」（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保有して

いないとして不開示とした決定については，別紙に掲げる文書を特定し，

更に該当するものがあれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべきで

ある。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が，平成２９年１１月７日

付け厚生労働省発総１１０７第２号により行った不開示決定（以下「原処

分」という。）の取消しを求めるというものである。  

２ 審査請求の理由 

   審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，おおむね以下のとおり

である。 

開示請求に係る行政文書を作成又は取得している。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成２９年９月１３日付けで，処分庁に対して，法３

条の規定に基づき，「裁判書類のうち，裁判の結果の概要が記載されて

いる文書（労働局に関係する分）」に係る開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人は，これ

を不服として，同年１１月１３日付け（同日受付）で本件審査請求を提

起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，文書不存在により不開示とした原処分は妥当であ

り，本件審査請求は棄却すべきと考える。 

３ 理由 



 2 

（１）本件対象行政文書の特定について 

本件審査請求に係る開示請求は，「都道府県労働局に係る裁判におい

て作成・取得された裁判書類のうち，裁判の結果の概要が記載されてい

る文書」について行われたものである。 

このため，処分庁においては，都道府県労働局が行った処分について

提起された裁判において作成・取得した答弁書，準備書面及び各種申立

書等であって，裁判の結果の概要が記載されている文書を本件開示請求

対象行政文書として特定した。 

（２）原処分の妥当性について 

     裁判書類とは，訴訟が提訴されてから，判決が下されるまでに作成，

取得する答弁書，準備書面及び各種申立書等である。 

    ここで，審査請求人は裁判の結果の概要が記載された裁判書類の開示

を求めているが，裁判の結果の概要については，当該訴訟の判決後に作

成するものであり，裁判書類にその概要が記載されることは想定されな

い。 

    本件審査請求を受けて，諮問庁としても念のため，労働局に係る裁判

書類中に裁判の結果の概要が記載されている文書について存在の有無を

確認したが，該当する文書はなかった。 

    以上のことから，本件対象行政文書について不開示とした原処分は妥

当であると考える。 

（３）審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書の中で，「（処分庁は）開示請求に係る行

政文書を作成又は取得している。」として原処分の取消しを求めている

が，これに対する処分庁の説明は上記３（２）のとおりであるため，審

査請求人の主張は失当である。 

４ 結論 

以上のとおり，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきと考え

る。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年１月２５日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年３月８日      審議 

④ 同月２２日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「裁判書類のうち裁判の結果の概要が記載されている

文書（労働局に関係する分）」である。 
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処分庁は，本件対象文書の開示請求に対し，本件対象文書を保有してい

ないとして不開示とする原処分を行い，諮問庁も原処分を妥当としている

ので，以下，本件対象文書の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）諮問庁の説明について 

ア 諮問庁の説明（上記第３の３（２））の趣旨は，裁判書類とは，訴

訟が提訴されてから，判決が下されるまでに作成，取得する文書であ

るが，裁判の結果の概要は，訴訟の判決後に作成されることから，裁

判書類にその概要が記載されることは想定されず，本件対象文書は存

在しないとするものである。 

イ 当審査会事務局職員をして諮問庁に対し詳細な説明を求めさせたと

ころ，諮問庁は，上記アで述べた「裁判書類」の文書は，事務におけ

る運用上，そのような取扱いとしているのであって，「裁判書類」の

定義，範囲等について特段法的根拠はないとする。 

ウ 「裁判書類」という用語については，諮問庁が述べるような意味で

用いられることがあるとしても，そのような定義付けが一般的にされ

ているとはいい難く，本件開示請求は「裁判の結果の概要が記載され

ている文書」の開示を求める点に主眼があるものと解され，そのよう

な文書が「訴訟が提訴されてから，判決が下されるまでに作成，取得

する文書」に含まれるとは考え難いことからすると，本件開示請求に

おける「裁判書類」につき，諮問庁が述べるような意味で用いられて

いるものと認めることはちゅうちょを覚えるところである。 

そうすると，審査請求人に対する意思確認がされたとの事情も認め

られないことからすれば，「裁判書類」については，審査請求人に

有利に解釈し，裁判に関係する書類を指すものと解するのが相当で

ある。 

（２）本件対象文書の保有の有無について 

ア 本件では，「裁判書類のうち裁判の結果の概要が記載されている文

書（労働局に関係する分）」の開示が求められており，当該文書の保

有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたと

ころ，諮問庁の説明は以下のとおりであった。 

（ア）裁判の結果の概要については，本件の開示請求書に「労働局に関

係する分」と記載されていたので，労働局に関連する部局へ確認し

たところ，労働基準局において，労働局の訟務担当者が参考となり

そうな事件について，作成することがあり，また，このような裁判

の結果の概要が記載された文書は，都道府県労働局宛ての事務連絡

文書として保存することとしている。 

（イ）今回確認したところ，裁判の結果の概要が記載された文書として，
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別紙に掲げる文書がある。 

イ 以上のことから，厚生労働省において，本件対象文書に該当するも

のとして少なくとも，別紙に掲げる文書を保有しているものと認めら

れるので，これを特定して改めて開示決定等をすべきである。  

また，当該文書に限らず，調査の上，本件対象文書に該当するもの

が存在するのであれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべき

である。    

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，厚生労働省において別紙に掲げる文書を保有

していると認められるので，これを特定し，調査の上，更に本件対象文書

に該当するものがあれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべきであ

ると判断した。 

（第３部会） 

委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  
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別紙 

平成２８年１２月２６日付け厚生労働省労働基準局補償課労災保険審理室長

発都道府県労働局労働基準部長宛事務連絡「「平成２８年度（上半期）主要判

決」の送付について」の別添「平成２８年度（上半期）主要判決」 


